
20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

471,286,507 433,355,886 447,468,343 451,260,040 434,682,653

20,892,116 48,672,890 0 1,348,811 0

25,166,973 27,581,783 7,411,234 26 0

517,345,596 509,610,559 454,879,577 452,608,877 434,682,653

442,938,103 438,707,101 435,389,852 436,201,704

85.6% 86.1% 95.7% 96.4%

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

未解明事案につ
いて実態解明を
進めるため、日
本年金機構によ
る各種サンプル
調査等の実施に
当たって連携を
図るとともに、そ
の結果を基に新
たな年金記録回
復基準の検討を
行いました。

年金記録回復委
員会のご審議も
いただきながら、
平成22年4月に
脱退手当金事案
に関する新たな
年金記録回復基
準を策定するとと
もに、未解明事
案について実態
解明を進めるた
め、各種サンプ
ル調査等を実施
し、その結果を基
に新たな年金記
録回復基準の検
討を行いました。

未解明事案につ
いての実態解明・
各種サンプル調
査等の実施など
を通じて、未解明
事案についての
実態解明を進め
ました。また、未
統合となっている
厚生年金記録の
うち10,000件のサ
ンプルを抽出し、
事業所（業種）の
分析を行うととも
に、紙台帳等とコ
ンピュータ記録と
の突合せ作業に
関し、被保険者に
係るサンプル調
査（12,000件）を
行いました。

年金記録問題に
関する未解明事
案について、引き
続き未統合記録
等の分析を行う
など、実態の解
明作業を進めま
す。

－ －

未解明事案につ
いて実態解明を
進めるため、各
種サンプル調査
等を実施します。

年金記録問題に
関する未解明事
案についての実
態解明・各種サン
プル調査等の実
施などを通じて、
未解明事案につ
いての実態解明
を進めます。

施策の概要
本施策は、次の項目を柱に実施しています。
 ・年金記録問題の解決に向けた取組を進めること
 ・公的年金制度の適正な事業運営を図ること

モニタリング結果報告書

（厚生労働省24（Ⅸ－１－２））

施策目標名 公的年金制度の信頼を確保するため、公的年金制度の適正な事業運営を図ること（施策目標Ⅸ－１－２）

施策の背景・枠組
み

（根拠法令、政府決
定、関連計画等）

　政府管掌年金事業（厚生年金保険事業及び国民年金事業）については、日本年金機構法（平成19年法律第109号）に基づき、厚
生労働大臣の監督の下に、日本年金機構がその業務運営を担うこととされており、同法に基づき、厚生労働大臣が定める日本年
金機構が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）において、年金記録問題への対応をはじめとして、提供するサービスの質
の向上、業務運営の効率化等に関する事項に基づき取組みを行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金
（厚生年金保険制度及び国民年金制度）に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的としてい
ます。

【根拠法令等】
○　日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）
○　日本年金機構中期目標（期間：平成２２年１月１日～平成２６年３月３１日）　等

予算書との関係
・関連税制

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
（項）業務取扱費（全部）　　[平成24年度予算額：40,312,379千円]
（項）社会保険オンラインシステム費（全部）　　[平成24年度予算額：56,837,217千円]
（項）日本年金機構運営費（全部）　　[平成24年度予算額：337,521,057千円]

施策の予算額・執
行額等

※　「執行額」欄に
は、独法の運営費交

付金は含まない。

区分 25年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 432,017,141

補正予算（b）

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c）

施策に関係する内
閣の重要政策（施
政方針演説等のう

ち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

・第１８０通常国会　大臣所信表明 ・平成２４年３月２日 ・年金記録問題については、紙台帳とコンピューター記録
の突き合わせを進めるとともに、ねんきんネットの充実な
どにより、いつでも手軽に年金記録を確認できる取り組み
などを進める。

執行額（千円、d）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

測定指標

指標１
年金記録問題に関する未
解明事案についての実態
解明の状況

実績値

年度ごとの目標値



基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構が
「ねんきん特別
便」等の回答に
係る記録確認作
業を進めるに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。

日本年金機構が
「ねんきん特別
便」等の回答に
係る記録確認作
業を進めるに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。
平成23年3月時
点で、平成18年6
月に5,095万件
あった未統合記
録のうち、1,563
万件が「既に統
合済みの記録」、
976万件が「今
後、更に解明を
進める記録」とな
りました。

日本年金機構が
「ねんきん特別
便」等の回答に
係る記録確認作
業や紙台帳等と
コンピュータ記録
の突合せ作業を
進めるに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。
平成24年3月時
点で、平成18年6
月に5,095万件
あった未統合記
録のうち、1,631
万件が「既に統
合済みの記録」、
964万件が「今
後、更に解明を
進める記録」とな
りました。

未統合記録につ
いては、紙台帳
検索システムを
活用した持ち主
検索を進めるとと
もに、「ねんきん
特別便」等の回
答に係る記録確
認作業を進めま
す。

－ －

「ねんきん特別
便」等の回答に
係る記録確認作
業を進めます。

「ねんきん特別
便」等の回答に
係る記録確認作
業や紙台帳等と
コンピュータ記録
の突合せを引き
続き実施すること
により、解明・統
合を進めます。

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

受給者・加入者
の年金記録につ
いて、日本年金
機構が「ねんきん
特別便」等により
確認作業を行う
に当たって、連携
を図るとともに、
必要な指導等を
行いました。

受給者・加入者の
年金記録につい
て、日本年金機構
が「ねんきん特別
便」等により確認作
業を行うに当たっ
て、連携を図るとと
もに、必要な指導
等を行いました。
年金受給者に送付
した名寄せ特別便
に対して「訂正な
し」と回答した方及
び未回答の方のう
ち、ご本人の記録
である可能性が高
い方へのフォロー
アップ調査を引き
続き実施しました。
平成23年3月末現
在で、1,487市区町
村において調査を
行い、その結果、調
査対象81,030人の
うち、49,121人の電
話番号や住所等が
把握され、年金事
務所等による確認
により、21,320人の
記録がご本人のも
のであることが確
認できました。

受給者・加入者の
年金記録につい
て、日本年金機構
が「ねんきん特別
便」等により確認作
業を行うに当たっ
て、連携を図るとと
もに、必要な指導
等を行いました。
ねんきん特別便等
の未回答者に対し
て、平成23年4月か
ら送付した「ねんき
ん定期便」において
回答の勧奨を実施
しました。
これまで「ねんきん
特別便」、「ねんき
ん定期便」等が未
送達の方のうち、
住民基本台帳ネッ
トワークにより新た
な住所が判明した
方について、改め
て「ねんきん定期
便」を作成し送付
（平成24年3月に約
51万件）しました。

・加入者の年金
記録について、
「ねんきん特別
便」等の未送達
者に対する再送
付分の回答に係
る確認作業等を
行います。
・受給者の年金
記録の確認につ
いては、２５年春
から予定している
「ねんきんネット」
のユーザＩＤを即
時に取得できる
「アクセスキーの
お知らせ」と合わ
せて、「ねんきん
特別便」等の未
回答者への対応
として、回答の勧
奨を実施します。

－ －

受給者・加入者
の年金記録につ
いて、「ねんきん
特別便」等による
確認作業を行い
ます。

・受給者・加入者
の年金記録につ
いて、「ねんきん
特別便」等による
確認作業を行い
ます。
・未回答者・未送
達の方への対応
として、「ねんき
ん定期便」や住
民基本台帳ネット
ワーク等を活用し
て勧奨・再送付を
行います。

年度ごとの目標値

指標３
受給者・加入者の年金記

録の確認の状況

実績値

年度ごとの目標値

測定指標

指標２
基礎年金番号に未統合に
なっている記録の統合や
解明の状況

実績値



基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構が
平成22年度中に
紙台帳検索シス
テムを構築する
ための準備作業
を行うに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。

突合せ作業は、
日本年金機構と
の連携の下、平
成22年10月より
中央記録突合セ
ンターにおいて作
業を開始した後、
順次拡大し、平
成23年１月から
は全国29箇所に
設置したすべて
の記録突合セン
ターで作業を実
施しています。

日本年金機構と
の連携の下、受
託事業者段階に
おいて、当初の
予定では約2,340
万人の突合せを
実施することとし
ていましたが、こ
れを上回る約
2,500万人（約
107％）の審査を
終了しました。
また、更なる効率
化を図るため、平
成24年度の受給
者に係る突合せ
拠点を見積り合
わせにより選定
し、費用対効果
の高い拠点（受
託事業者）におい
て重点的に作業
を実施することと
しました。（平成
23年度時の29拠
点から、平成24
年度は25拠点に
重点化）

優先順位を付け
たうえで効率的に
実施することと
し、２４年度を目
途に受給者の突
合せを進めます。
併せて、該当者
への通知作成等
の体制強化を行
います。これまで
の取組では持ち
主の手がかりが
得られていない
「今後、更に解明
を進める記録」等
について、２４年
度を目途に紙台
帳検索システム
を活用した持ち
主検索作業を実
施します。

－ －

平成22年度中に
紙台帳検索シス
テムを構築し、当
該システムを用
いて、紙台帳等と
コンピュータ記録
との突合せを、優
先順位をつけた
上で効率的に実
施し、一期4年で
全件照合します。

全件照合を念頭
に、年齢の高い
受給者から順次
突合せを行って
いく。また、実施
状況を検証し、必
要に応じて実施
方法の見直し等
の対応を行いま
す。

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

年金記録の統合
状況等に応じて、
日本年金機構が
再裁定の迅速な
処理を行うため
の体制の整備を
進めるに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。

年金記録の統合
状況等に応じて、
日本年金機構が
再裁定の迅速な
処理を行うため
の体制の整備を
進めるに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。平成23年3月
末時点における
再裁定の平均処
理期間について
は、2.2か月とな
り、記録問題工
程表の目標の2.5
か月から0.3か月
短縮し、未処理
件数も大幅に削
減しました。

年金記録の統合
状況等に応じて、
日本年金機構が
再裁定の迅速な
処理を行うに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。平成24年
3月末時点におけ
る再裁定の平均
処理期間につい
ては、2.1か月と
なっており、記録
問題工程表の目
標の2.5か月より
0.4か月短縮して
います。

年金記録の統合
状況等に応じて、
再裁定の迅速な
処理を行うため
の体制を整備し、
難易度の高い案
件も含め本部へ
の送付期間を合
わせて３か月程
度での処理を維
持します。

－ －

年金記録の統合
状況等に応じて、
再裁定の迅速な
処理を行うため
の体制を整備し
ます。

年金記録の統合
状況等に応じて、
再裁定の迅速な
処理を行います。

年度ごとの目標値

指標５
年金記録の訂正や再裁定
後の年金の支給の処理状

況

実績値

年度ごとの目標値

指標４
紙台帳検索システムによ
るコンピュータ記録と紙台

帳等の突合せの状況

実績値

測定指標



基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構が
一定の条件を満
たす場合におけ
る年金事務所段
階での記録回復
を進めるに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。

日本年金機構が
一定の条件を満
たす場合におけ
る年金事務所段
階での記録回復
を進めるに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。平成23年3月
末時点で、標準
報酬等の遡及訂
正事案に係る年
金事務所におけ
る記録回復の実
績（累計）は、
2,921件となって
おり、平成21年度
末時点での1,288
件（平成20年12
月から平成22年3
月末の累計値）を
上回る1,633件の
記録回復を行い
ました。

日本年金機構が
一定の条件を満
たす場合におい
て年金事務所段
階での記録回復
を進めるに当たっ
て、連携を図ると
ともに必要な指
導等を行いまし
た。平成23年4月
から24年3月の年
金事務所段階で
の各種回復基準
等に基づく記録
回復件数は5,063
件となっていま
す。

各種回復基準等
に基づき記録回
復を進めます。

－ －

一定の条件を満
たす場合には年
金事務所段階で
の記録回復を進
めます。

一定の条件を満
たす場合には年
金事務所段階で
の記録回復を進
めます。

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構に
おいて、「ねんき
ん定期便」の実
施や、自分の年
金記録を常に確
認可能とする仕
組みの構築を進
めるに当たって、
連携を図りなが
ら、必要な指導等
を行いました。

「ねんきん定期便」
の送付や「ねんき
んネット」のサービ
スの開始に当たっ
て、日本年金機構
と連携を図りなが
ら、必要な指導等
を行いました。
ねんきん定期便に
ついては、すべて
の被保険者の方に
対して誕生月に送
付し、年金記録に
関する情報提供を
行いました。（平成
22年4月から平成
23年3月末までに、
6,610万人に送付）
「ねんきんネット」に
ついては、平成23
年2月28日から
サービスを開始し、
被保険者や受給者
の方がいつでもご
自身の年金加入記
録をインターネット
で確認することがで
きるようになりまし
た。

「ねんきん定期
便」の送付や「ね
んきんネット」の
充実に当たって、
日本年金機構と
連携を図りなが
ら、必要な指導等
を行いました。
「ねんきん定期
便」については、
全ての被保険者
の方に対して誕
生月に送付し、年
金記録に関する
情報提供を行い
ました。（平成23
年4 月から平成
24 年3 月末まで
に、約6,525万人
に送付）
「ねんきんネット」
については、平
成23年10月に、
ご自身の人生設
計に応じた条件
に基づいた年金
額の試算を可能
とするなどの機
能追加を行いま
した。

ねんきん定期便
について、確認し
ていただきたいポ
イントをわかりや
すく表示し、はが
きでお送りしま
す。
２４年４月から、
「ねんきんネット」
の利用者に対し、
「ねんきん定期
便」のインター
ネットによる通知
（電子版ねんきん
定期便）を開始し
ます。

－ －

ねんきん定期便
を実施するほか、
自分の年金記録
を常に確認可能
とする仕組みを
構築します。

ねんきん定期便
を送付するほか、
「ねんきんネット」
の充実を図りま
す。

指標６
年金事務所段階での記録
回復の促進等（標準報酬

等の遡及訂正事案）

実績値

年度ごとの目標値

指標７
ねんきん定期便や「ねん
きんネット」による加入者

情報の提供の状況

実績値

年度ごとの目標値

測定指標



基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ － －

日本年金機構に
対して、第２次審
査の取扱いを通
知し、第２次審査
を開始するととも
に、日本年金機
構において、第１
次審査及び第２
次審査を行うに
当たって、厚生年
金基金等とも連
携を図りながら、
必要な指導等を
行いました。

日本年金機構に
おいて、第１次審
査及び第２次審
査を行うに当たっ
て、厚生年金基
金等とも連携を
図りながら、必要
な指導等を行い
ました。平成24年
3月末において
3,191,176 件（受
付件数全体の
89％）が第1次審
査を終了してお
り、第2次審査に
ついては6,246件
（受付件数全体
の43％）が終了し
ています。

厚生年金基金等
との連携を図りな
がら、第１次審査
及び第２次審査
を進めます。（第
１次審査：２４年１
０月末までに厚
生年金基金から
審査依頼のあっ
たものについて、
２５年３月末まで
を目途に審査を
進めます。第２次
審査：厚生年金
基金等から適用
事業所の人事記
録等の調査結果
の報告があった
もののうち、基金
加入員記録が適
正と判断されるも
のについて被保
険者記録の訂正
処理を行いま
す。）

－ － －

厚生年金基金等
との連携を図りな
がら、第１次審査
及び第２次審査
を進める。

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ － －

日本年金機構に
おいて、基礎年
金番号の重複付
番の解消に向け
て、年３回（６月、
１０月、２月）機械
的に氏名、性別、
生年月日及び住
所の４項目が一
致する者を抽出
するに当たって、
連携を図りなが
ら、必要な指導等
を行いました。

日本年金機構に
おいて、氏名、性
別、生年月日及
び住所の４項目
が一致する者を
抽出し、確認のう
え重複付番を解
消する作業に当
たって連携を図り
ながら、必要な指
導等を行いまし
た。
また、氏名、性別
及び生年月日が
一致する番号が
既にある場合、
他と区分する基
礎年金番号（仮
基礎年金番号）
による別管理を
するシステムや、
3項目が一致する
被保険者等のう
ち重複付番の疑
いがある者に対
して、重複付番の
確認のための「お
知らせ」を送付す
るシステム等の
開発の準備作業
を進めました。

・定期的に、氏
名、性別、生年月
日及び住所が一
致する者を抽出
し、確認のうえ重
複付番の解消を
進めます。
・新規に基礎年
金番号の付番を
行う場合には、氏
名、性別、生年月
日及び住所の確
認の徹底を図り、
重複付番の発生
を防止し、氏名、
性別及び生年月
日が一致する番
号が既にある場
合、他と区分する
基礎年金番号
（仮基礎年金番
号）による別管理
ができるようシス
テムの改善を進
めます。

－ － －

・定期的に、氏
名、性別、生年月
日及び住所の４
項目が一致する
者を抽出し、確認
のうえ重複付番
を解消します。
・重複付番の新
規発生の防止及
び既発生分の解
消のためのシス
テム開発等の準
備作業を進めま
す。

指標８
厚生年金基金記録との突

合せの状況

実績値

年度ごとの目標値

指標９
基礎年金番号の重複付番
の解消及び新規発生防止

の状況

実績値

年度ごとの目標値

測定指標



基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

20歳到達者につ
いて、日本年金
機構が職権によ
る適用事務を実
施するなど、国民
年金の適用を促
進するに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。

20歳到達者につ
いて、日本年金
機構が職権によ
る適用事務を実
施するなど、国民
年金の適用を促
進するに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。
住民基本台帳
ネットワークシス
テムにより把握し
た20歳到達者全
員（平成22年度
は121万人）につ
いて、加入手続
（完全適用）を行
いました。

20歳到達者につ
いて、日本年金
機構が職権によ
る適用事務を実
施するなど、国民
年金の適用を促
進するに当たっ
て、連携を図ると
ともに、必要な指
導等を行いまし
た。
住民基本台帳
ネットワークシス
テムにより把握し
た20歳到達者全
員（平成23年度
は122万人）につ
いて、加入手続
（完全適用）を行
いました。

20歳到達者につ
いて職権による
適用事務を実施
するなど、国民年
金の適用を促進
します。

－ －

20歳到達者につ
いて職権による
適用事務を実施
するなど、国民年
金の適用を促進
します。

20歳到達者につ
いて職権による
適用事務を実施
するなど、国民年
金の適用を促進
します。

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

重点的加入指導
等について、日
本年金機構が一
定の未適用事業
所に対して呼出
や訪問による指
導を実施するに
当たって、連携を
図るとともに、必
要な指導等を行
いました。

重点的加入指導
等について、日
本年金機構が一
定の未適用事業
所に対して呼出
や訪問による指
導を実施するに
当たって、連携を
図るとともに、必
要な指導等を行
いました。重点的
加入指導等によ
る適用促進対策
を講じた結果、適
用に至った事業
所数は、平成22
年度においては
4,808事業所と
なっており、平成
21年度の2,567事
業所を2,241事業
所上回る実績と
なっております。

重点的加入指導
等について、日
本年金機構が一
定の未適用事業
所に対して呼出
や訪問による指
導を実施するに
当たって、連携を
図るとともに、必
要な指導等を行
いました。重点的
加入指導等によ
る適用促進対策
を講じた結果、適
用に至った事業
所数は、平成23
年度においては
6,685事業所と
なっており、平成
22年度の4,808事
業所を1,877事業
所上回る実績と
なっております。

重点的加入指導
等各種取組につ
いて、平成２４年
度中に平成１８年
度の実績水準へ
の回復を目指し
ます。

－ －

重点的加入指導
等について、でき
るだけ早い時期
に平成18年度の
実績水準（10,883
事業所）の回復を
目指します。

重点的加入指導
等各種取組につ
いて、できるだけ
早い時期に平成
１８年度の実績水
準の回復を目指
します。

指標１０
国民年金の適用の状況

実績値

年度ごとの目標値

指標１１
厚生年金保険等の適用の

状況

実績値

年度ごとの目標値

測定指標



基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構が
国民年金保険料
の未納期間を有
する者に対する
納付督励等を行
うに当たって、連
携を図るととも
に、必要な指導
等を行いました。
平成21年度にお
ける国民年金の
現年度納付率は
60％となっており
ます。

日本年金機構が
国民年金保険料
の未納期間を有
する者に対する
納付督励等を行
うに当たって、連
携を図るととも
に、必要な指導
等を行いました。
平成22年度にお
ける国民年金の
現年度納付率
は、59.3％となっ
ております。

日本年金機構が
国民年金保険料
の未納期間を有
する者に対する
納付督励等を行
うに当たって、連
携を図るととも
に、必要な指導
等を行いました。
平成23年度にお
ける国民年金の
現年度納付率
は、58.6％となっ
ております。

低下傾向に歯止
めをかけ、回復さ
せます。

－ －

低下傾向に歯止
めをかけ、回復さ
せます。

低下傾向に歯止
めをかけ、回復さ
せます。

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構が
各事業所に対す
る口座振替によ
る保険料納付を
促進するに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。
平成21年度にお
ける口座振替実
施率（厚生年金
保険）は、81.2％
となっておりま
す。

日本年金機構が
各事業所に対す
る口座振替によ
る保険料納付を
促進するに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。
平成22年度にお
ける口座振替実
施率（厚生年金
保険）は、81.6％
となっておりま
す。

日本年金機構が
各事業所に対す
る口座振替によ
る保険料納付を
促進するに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。
平成23年度にお
ける口座振替実
施率（厚生年金
保険）は、82.7％
であり、また、厚
生年金保険料収
納率（過年度分を
含む）は、98.0％
となっておりま
す。

厚生年金保険等
の保険料収納に
係る口座振替実
施率が前年度の
当該率と同等以
上の水準を確保
します。

－ －

厚生年金保険等
の保険料収納に
係る口座振替実
施率が前年度の
当該率と同等以
上の水準を確保
します。

厚生年金保険等
の保険料収納に
係る口座振替実
施率が前年度の
当該率と同等以
上の水準を確保
します。

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構
が、年金請求書
を受け付けてか
ら、迅速な年金額
の決定や支払に
取り組むに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。

日本年金機構
が、年金請求書
を受け付けてか
ら、迅速な年金額
の決定や支払に
取り組むに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。
最も代表的な給
付である老齢厚
生年金（加入状
況の再確認を要
するもの）に関す
る平成22年度に
おける達成率
は、89.5％である
が、障害厚生年
金については、
担当職員を増員
し審査体制の強
化に努めて未処
理件数を大幅に
減少させたもの
の、達成率が
7.7％となっており
ます。

日本年金機構
が、年金請求書
を受け付けてか
ら、迅速な年金額
の決定や支払に
取り組むに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。
最も代表的な給
付である老齢厚
生年金（加入状
況の再確認を要
するもの）に関す
る平成23年度に
おける達成率
は、97.5％でし
た。また、障害厚
生年金について
は、審査体制を
維持し、審査スキ
ルの向上に努め
て未処理件数を
減少させ、達成
率が45.2％と改
善しました。

毎年度の達成率
が前年度の当該
率と同等以上の
水準を確保する
とともに、設定し
たサービススタン
ダードについて、
平成２５年度には
当該達成率を９
０％以上としま
す。

－ －

毎年度の達成率
が前年度の当該
率と同等以上の
水準を確保する
とともに、設定し
たサービススタン
ダードについて、
平成25年度には
当該達成率を
90％以上としま
す。

毎年度の達成率
が前年度の当該
率と同等以上の
水準を確保する
とともに、設定し
たサービススタン
ダードについて、
平成２５年度には
当該達成率を９
０％以上としま
す。

指標１２
国民年金の納付率の状況

実績値

年度ごとの目標値

指標１３
厚生年金保険等の徴収の

状況

実績値

年度ごとの目標値

指標１４
年金給付事務の所要日数
の目標（「サービススタン
ダード」）の達成の状況

実績値

年度ごとの目標値

測定指標



基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構が
待ち時間短縮の
ための取組を進
めるに当たって、
連携を図るととも
に、必要な指導
等を行いました。

日本年金機構が待
ち時間短縮のため
の取組を進めるに
当たって、連携を図
るとともに、必要な
指導等を行いまし
た。
1か月の待ち時間
の平均が1時間以
上となった年金事
務所数は、平成22
年度においては1
か月平均4か所と
昨年度の46か所か
ら大幅に減少しまし
た。また30分以上1
時間未満の年金事
務所数は、1か月平
均43か所となって
おります。（特に、
平成23年1月から3
月は1か月平均42
か所と、昨年度の
同時期における平
均103か所から大
幅な減少が図られ
ました。）

日本年金機構が待
ち時間短縮のため
の取組を進めるに
当たって、連携を図
るとともに、必要な
指導等を行いまし
た。
待ち時間の短縮の
取組として、予約制
による年金相談の
実施や来訪者の相
談内容に応じた相
談窓口の設置、待
ち時間が長い年金
事務所に対する相
談ブースの増設・
相談要員の確保等
により、1か月の待
ち時間の平均が1
時間以上となった
年金事務所数は、1
か月平均1か所と
昨年度の4か所か
ら減少し、また、30
分以上1時間未満
の年金事務所数
は、1か月平均27か
所と昨年度の43か
所から大幅な減少
が図られました。

相談窓口体制の
強化や年金相談
の予約制の活用
等の取組により、
年金事務所の待
ち時間の増大や
コールセンターの
応答率の低下を
防止します。

－ －

待ち時間短縮の
ための取組を進
めます。

待ち時間短縮の
ための取組を進
めます。

基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

各年金事務所に
「ご意見箱」を設
置するなど、日本
年金機構が具体
的なサービス改
善の取組を進め
るに当たって、連
携を図るととも
に、必要な指導
等を行いました。

各年金事務所に
「ご意見箱」を設置
するなど、日本年
金機構が具体的な
サービス改善の取
組を進めるに当
たって、連携を図る
とともに、必要な指
導等を行いました。
平成22年6月と12
月に年金事務所
サービスコンテスト
（機構のサービス
向上を図ることを目
的として、全国の年
金事務所長から年
金事務所における
お客様サービスや
年金相談の工夫な
どについて実践例
を募り、その取組内
容を評価するもの）
を実施し、優秀な取
組事例を全国に周
知するとともに、同
事例をモデル事業
を通じて実施しまし
た。

日本年金機構が
お客様サービス
改善の取組を進
めるに当たって、
連携を図るととも
に、必要な指導
等を行いました。
お客様サービス
改善の取組とし
て、直接お客様
からご意見をお
聞きする取組（ご
意見箱、お客様
向け文書モニ
ター会議、お客様
満足度アンケート
調査等）を実施し
ました。
また、現場主導
のサービス改善
の取組として、
サービス・業務改
善コンテストを実
施し、全国展開
が相応しい取組
について全国展
開による共有化
を図りました。

「お客様へのお
約束10か条」の
実現に努めるとと
もに、各年金事
務所に「ご意見
箱」を設置し、お
客様の声を収集
するなど、お客様
目線に立った
サービス向上の
取組を進めます。

－ －

各年金事務所に
「ご意見箱」を設
置するなど、具体
的なサービス改
善の取組を進め
ます。

各年金事務所に
「ご意見箱」を設
置するなど、具体
的なサービス改
善の取組を進め
ます。

指標１５
年金相談の実施状況

実績値

年度ごとの目標値

指標１６
お客様の声を反映した

サービス改善策の実施の
状況

実績値

年度ごとの目標値

測定指標



基準値 目標値

‐年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

－ －

日本年金機構が
電子申請等によ
る届出の普及促
進を図るに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。

日本年金機構が
電子申請等によ
る届出の普及促
進を図るに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。
平成22年度にお
ける「健康保険・
厚生年金保険被
保険者報酬月額
算定基礎届」等
の主要9手続に
関する電子申請
利用率（磁気媒
体申請を含む）
は、60.6％となっ
ております。

日本年金機構が
電子申請等によ
る届出の普及促
進を図るに当
たって、連携を図
るとともに、必要
な指導等を行い
ました。
平成23年度にお
ける「健康保険・
厚生年金保険被
保険者報酬月額
算定基礎届」等
の主要9手続に
関する電子申請
利用率（磁気媒
体申請を含む）
は、60.4％となっ
ております。ま
た、「新たなオン
ライン利用に関
する計画」に基づ
く重点手続（16手
続）の利用率は
56.8（平成23年度
目標値57.6％）と
なっております。

「新たなオンライ
ン利用に関する
計画（H２３．８．３
ＩＴ戦略本部決
定）」に基づき取
組を推進します。

－ －

平成23年度末に
おいてオンライン
利用率65％を目
指します。
※本目標は「オン
ライン利用拡大
行動計画」（平成
20年9月12日IT戦
略本部決定）に
基づき設定され
たものですが、平
成23年8月3日に
「新たなオンライ
ン利用に関する
計画」が策定され
たことにより、本
計画は廃止され
ることとなりまし
た。

「新たなオンライ
ン利用に関する
計画（H２３．８．３
ＩＴ戦略本部決
定）」に基づき取
組を推進します。

指標１７
社会保険関係の主要手続
に係るオンライン利用率

実績値

年度ごとの目標値

参考・関連資料等

・日本年金機構年度計画　ＵＲＬ：http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=740

・業務実績報告書　ＵＲＬ：http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=736

・平成23年度行政事業レビュー
　公的年金制度等の適正な運営に必要な経費　http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0771.pdf
　年金記録問題対策の実施に必要な経費　http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0772.pdf
　社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費
http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0773.pdf
　社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費
http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0774.pdf
　日本年金機構運営費交付金　http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0775.pdf
　日本年金機構事業運営費交付金　http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0776.pdf

担当部局名 年金局 作成責任者名 事業企画課長　塚本力
事業管理課長　中村博治

政策評価実施時期 平成24年9月

測定指標


